
◆補助対象者
小城市空き家バンク制度に登録された空き家（適切な管理が行われている一戸建て住宅）を購入した方

※補助対象外
１ 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約等を締結し、改修工事を行う方
２ 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける方
３ 市税または国民健康保険税を滞納している方

そのほかにも要件がございますので、要綱等で必ず確認をお願いします。

○小城市空き家改修費助成事業補助金交付フロー図

申請窓口：小城市役所 定住推進課
電 話：０９５２-３７-６１５０
メ ー ル：teijusuishin@city.ogi.lg.jp

○５０万円以上の改修工事
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審査・交付決定

① 空き家の売買契約

② 申請書の提出

③ 改修工事契約

④ 工事の実施

○申請書の下段に記載している添付書類をそろ
えて、提出してください。

⑤ 実績報告書の提出

交付確定

⑥ 請求書の提出

補助金の交付
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⑦ ５年以上居住
○要綱等に違反していることが判明した場合は
補助金の返還を求めることがあります。

※２ 実績報告書の提出は改修工事等が完了した日
から30日以内または申請年度の3月31日のいず
れか早い日までに行ってください。

〇空き家を購入した方
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※１ 改修工事の中で変更が出てきたら、変更承認
申請書の提出が必要になってきます。詳しくは
要綱をご確認ください。

※
１

※
２

必ず改修工事の契約を結ぶ前に申請書を提出してください。


